
①　社長(経営者）は会社の目標である”安全、安心、快適”な輸送の確保が事業経営の根幹

　　であることを深く認識し、輸送の安全に主導的な役割を果たします。

②　現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど、現場の状況を十分に踏まえつつ、

　　社員に対し輸送の安全の確保がもっとも重要であるという意識を徹底させます。

③　輸送の安全に関する計画の策定・実行・チェック・改善（Plan　Do　Check　Act）を

　　確実に実施し、全社一丸となって輸送の安全性の向上に努め、輸送の安全に関する情報は

　　積極的に公表いたします。

２．輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

平成28年度の実績及び平成29年度の目標

目標 実績 実績 目標 実績

0件 0件 13件 0件 0件 うち人身（1件）

0件 0件

　※重大事故とは、自動車事故報告規則第２条に規程する事故に関する事項をいう

３.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

※社長をトップとする安全管理組織を構築し、責務を明確にしています。

　輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う

↓

　輸送の安全の確保に関する業務を統括する

安全統括管理者の補佐を行う ↓

　安全統括管理者の指導の下、運転に関する

　事項を管理する

　運行管理者及び運行管理補助者の指示の基

　業務を行う

（注）　安全統括管理者が、病気等で不在の場合は営業部上長がその業務を代行する

運行管理者
運行管理補助者

各課員
整備担当者

↓

車内事故

１．輸送の安全に関する基本方針

重大事故

目標

顧　　問 ←
安全統括管理者
常務取締役

0件

前年度より8件削減

有責事故
備　　　考

平成28年度

平成29年度

平成29年4月1日

四国交通株式会社

　運輸安全マネジメントに関する取り組み

取締役社長



４.輸送の安全に関する重点施策

①　輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に
　

　　定められた
事項を遵守します。

②　輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的且つ効率的に行うよう努めます。


③　輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じます。


④　輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達


　　共有致します。

⑤　輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に

　　実施致します。

⑥　バック時はバックカメラを十分確認し、特に山間路線では目視確認を徹底する。

５．輸送の安全に関する計画及び、教育・研修の計画

①　毎月の事故防止目標を掲げる　　　　　　　　　　毎月末に更新

②　営業部会議の開催　　　　　　　　　　　　　　　毎月1回開催

③　自動車事故対策機構での乗務員適正診断の実施　　2月頃実施

④　運行管理者を対象とした研修の実施　　　　　　　年1回以上

⑤　事故惹起者に対する指導　　　　　　　　　　　　その都度実施

⑥　新任運転者の教育　　　　　　　　　　　　　　　その都度実施

６.事故、災害等に関する報告連絡体制

事故・災害現場↔

取締役社長

↕

運行管理者
運行管理補助者

四国運輸局
徳島運輸支局↔ 安全統括管理者

常務取締役

↕

↕

各課員
整備担当者

顧　　問 →



７.輸送の安全に関する費用及び投資

８.安全管理規定及び安全統括管理者

①　安全管理規定　 別紙「安全管理規定」のとおり

②　安全統括管理者 常務取締役　　近藤　幸男

９.輸送の安全に関する内部監査の結果及び措置内容

毎年2月に選任チームを結成し、内部監査を実施します。

表彰制度 無事故表彰　　　等

高性能タイプアルコール検知器の導入　　　　　等

ドライブレコーダーの拡充
設備関係

車両器具類

ASV装置の導入
車両関係

運行管理者講習　　　　等

適齢診断

適性診断

教育関係

新造車両、中古車両の購入

車両整備　　　　　　　　　等

項　　目 備　　　　考


